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１【提出理由】

　当社の親会社について、その他の関係会社に異動しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第2項第3号の規定に基づき臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

　（１）当該異動に係る親会社の名称、住所、取締役の氏名、資本金の額及び事業の内容

　　①名称　　　　：有限会社Zen-Noboks

　　②住所　　　　：東京都新宿区新宿二丁目4番3号

　　③取締役の氏名：鎌田　信夫

　　④資本金の額　：8百万円

　　⑤事業の内容　：資産管理会社

 

　（２）当該異動の前後における当該親会社の所有に係る当社の議決権の数及び総株主等の議決権に対する割合

 

所有議決権の数（議決権所有割合）

直接所有分
合算対象分

（注）
合計

異動前
48,784個

（49.44％）

2,900個

（2.94％）

51,684個

（52.37％）

異動後
42,862個

（46.21％）

2,900個

（3.13％）

45,762個

（49.33％）

（注） 有限会社Zen-Noboksの取締役であり当社代表取締役の鎌田信夫が保有する当社普通株式を合算対象分として

お　　　　 ります。

 

（３）当該異動の理由及びその年月日

　①当該異動の理由

当社は、平成26年2月21日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第

165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具

体的な取得方法として自己株式の公開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）を行うことを決議し、平成26年2

月24日から本公開買付けを実施し、平成26年3月24日をもって終了いたしました。

　本公開買付けに対し、有限会社Zen-Noboksが592,200株（発行済株式総数に対する割合6.00％）の応募をし、その他の

株主様からは応募がなかったことから、同社が直接保有する当社の普通株式に係る議決権数と同社の取締役であり当社代

表取締役の鎌田信夫が保有する当社の普通株式に係る議決権数をあわせると当社の総議決権数の過半数を下回ることに

なったため、有限会社Zen-Noboksは当社の親会社からその他の関係会社に異動いたしました。

 

　②当該異動の年月日

　平成26年4月16日

 

以　上
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